
 

 

R2:保護者向け緊急時等 対応ﾏﾆｭｱﾙ（家庭保存版） 
【ＱＲコード左側】緊急連絡メール登録方法【学校ID】184615(半角) 

【ＱＲコード右側】学校ＨＰ「警報発表等緊急時対応」画面にジャンプ 

日常生活時の対応                                            自然災害等緊急時の対応（「暴風警報」に限らず、「大雨」「洪水」も含む全ての警報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事故・事件の対応 

（１）欠席・遅刻・早退の連絡 

（２）教育相談室・保健室の利用 
お子様に関して､ご心配なことがおありでしたら､どうぞ気楽に下記までご連絡ください｡ 

（１）台風時(※｢生徒必携｣参照。※本校ＨＰにも掲載。） 

Ⅰ 登校前・登校途中の対応 

 
① 欠席の連絡 

② 遅刻の連絡 

③ 早退の連絡 

７時３０分〜８時２０分の間に、必ず保護者の方から学校に 

ご連絡ください。電話番号は０５８－２５１－１２３４です。 

−251−1234です。 
帰宅次第、学校へご連絡ください。(保護者または生徒) 

連絡先：教育相談室(大橋・福田・生駒・坂本) ：TEL 058-251-1234(内線 101) 
         ：保 健 室(日置・樹下)         ：TEL 058-251-1234(内線 102) 

①登下校時の交通事故の対応 

 

事故発生! 
事故の程度に関わらず、 
本人あるいは関係者が 
救急(119番)･警察(110 
番)に通報｡氏名･連絡先 
など相手確認。 

事故の程度に関わ 
らず、本人あるい 
は関係者が保護者 
・学校へ連絡。 

※事故の基本対応※ 
本人、保護者立会のもと、

警察による現場検証。 
★大事故の場合★ 

保護者と学校で対応を協

議 (病院への付き添い･ 
現場検証･事故後の処理
など)。 

☆軽微な事故の場合☆ 
軽微な事故でも、できる
だけ警察の協力を得て対

応。 

②恐喝・強盗・痴漢・変質者等の被害 

 
身の安全を確保し、 
警察に大至急連絡(携帯から110番)｡ 

学校･担任にもできるだけ早く連絡する｡ 

③不審電話対応 

 
ア 個人情報の入手 

手口例：住所･携帯番号を教えてほしい。 
：ＰＴＡ関係･同窓会･教育委員会･ 

     学校事務を名乗る。 

イ 振り込め詐欺 

手口例：交通事故を装って示談を持ちかける。 
：子供を誘拐したと話す。 

対応しない｡電話を一旦切る｡ 

学校等へ確認｡ 

対応を協議｡ 

必要な場合は警察へ110番｡ 

岐阜県立岐阜高等学校  ＴＥＬ ０５８－２５１－１２３４  
岐阜高校ＨＰアドレス 
             http://school.gifu-net.ed.jp/wordpress/gifu-hs/ 

ア 朝６：３０現在 
     ①「岐阜市」             いずれかで 
     ②「住居する市町村」     警報発表中 
     ③「通学時に通過する市町村」 

イ 朝６：３０現在 
    上記の①②③で警報未発表であるが､ 
    ・ 保護者が安全確保困難と状況判断｡または 

・ 登校中の警報発表が予想される場合 

ウ 登校途中､警報 
   発表報道を確認 
   した場合 

エ 朝６：３０ 
 ～午前１１:００に 
  警報解除の場合 

生徒本人が最も安全と判 
断したものを選択｡ 

解除２時間後､授業開始 

自宅待機 

 自宅待機  学校に連絡｡ 
原則､保護者→ＨＲＴ 

ⅰ 帰宅し自宅待機 
ⅱ 安全な場所に避難 
ⅲ 登校 

※ⅰ･ⅱの時､本人→ＨＲ
Ｔ 

ただし､上記①「岐阜市」解除後も､ 
②③のいずれかで発表中､または 
安全確保困難と判断の場合 

 自宅待機  
学校に連絡｡ 
原則､保護者→ＨＲＴ 

オ 午前１１：００現在 
上記①｢岐阜市｣で警報発表中 臨時休業 

カ 上記①｢岐阜市｣で警報未発表 
でも､学校が安全確保困難と状 
況判断の場合 

 自宅待機 あるいは 臨時休業 の可能性あり｡ 
※その場合｢緊急連絡メール｣で連絡 

ア 警報発表時 及び 
  警報発表が予測される場合 

 原則､学校待機  
※その場合｢緊急連絡メール｣で連絡 

イ 生徒の帰宅 ・原則､警報解除後 
・警報発表中でも､安全と判断した場合 
※帰宅させる場合は、｢緊急連絡メール｣で連絡 
上記による帰宅の場合､自宅到着後｢緊急連絡メール｣で返信 

Ⅱ 登校後の対応 

（２）地震時(｢生徒必携｣参照｡←南海トラフ地震に関する情報発表時の対応｡ 

 
①在 宅 時 

 

 

 

 

 

     ① 在

宅時 

②登下校時 

③授 業 時 

登校しない。各自治体 
の指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

原則として帰宅。                           

学校近くまで登校時は 
学校へ避難。 

留守家庭の場合は 
校内に避難。 

グラウンドに避難。 
本部指示後、下校。 

保護者の迎え
により下校 

被災後の安否連絡は、 
担任又は副担任と取り 
合うことを原則とす 
る。電話不通の場合 
は、何らかの方法で学 
校や担任・副担任と連 
絡をとる。 
下校後、テレビやラジ 
オ等の情報に注意しな 
がら自宅待機する。 

※弾道ミサイル発射に関わる対応→地震時に準ずる。 


